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新型コロナウイルス感染拡大防止に係る多面的機能支払交付金活動の取扱いについて 

 

新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、今後多面的機能支払交付金を活用した地域の共同活

動を行う際には、以下のことに留意し実施することとする。 

１ 新型コロナウイルス感染症対策本部より発出された基本的対処方針※（令和２年４月 11 日

付け）では「農業は継続の要請が求められる事業者」とされており、これに基づいた対応を

実施すること。都道府県や市町村において対応方針等が示されている場合も同様。 

※『新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針』に係る URL は下記のとおり。 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/th_siryou/kihon_h_0411.pdf 

２ 本交付金の活動を行う際には、農林水産省発出のガイドライン※を参考に対応すること。 

活動の実施に当たっては、①参加者の検温、②使用する機械やヘルメット等の消毒、③発

熱がある者への対応と連絡体制の事前整備、④手指の消毒とマスクの着用、⑤作業間隔を広

く取る等の工夫をするなど、感染防止に努めること。 

※『農業者に新型コロナウイルス感染者が発生した時の対応及び事業継続に関する基本的な

ガイドライン』に係る URL は下記のとおり。 

https://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/pdf/gl_nou_PR.pdf 

  ３ 喫緊に行う活動は必要最小限に留め、可能なものは事態の収束後に行うことを検討。 

次年度以降に実施することとした活動見合いの交付金は持ち越して執行し、その扱いは多

面的機能支払交付金実施要領第１の 11 及び第２の 13 のとおりとし、年度末に適切に手続き

を行うこと。令和３年３月末で実施期間終了となる場合の扱いも、要領第１の 11 及び第２

の 13 によること。 

    総会等の意志決定については、書面やメール等による開催・議決も可とする。 

  ４ 新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から活動を行わないことにした場合には、多面

的機能支払交付金実施要綱別紙１第４の３、別紙２第４の１（３）の「甚大な自然災害」に、

要領第１の５（１）の「特別な事情がある場合」、15（１）の「自然災害その他やむを得ない

理由」に該当することで差し支えない。この場合、中止に伴うキャンセル料や対象組織の恒

常的経費に本交付金を充当することは可とする。 

これらについて、貴職から管内の都府県に対し周知するとともに、都府県から管内の市町村等

に周知するようお願いする。 



⽔⽥・畑作・施設園芸等の農業者や集出荷施設等の
従業員のみなさまは、国⺠への⾷料の安定供給等に
重要な役割を担っています。
みなさまの中で新型コロナウイルス感染症の患者が
発⽣した時に、業務継続を図る際の基本的な
ポイントをまとめました。

患者が発⽣した場合は、保健所の指⽰に従い対応してください。
○患者が確認された場合には、関係者に周知するとともに、保健所に
報告し、対応について指導を受けてください。

○保健所の調査に協⼒し、濃厚接触者の確定を受けます。
○濃厚接触者と確定された農業関係者には、14日間の自宅待機及び
健康観察を実施してください。
○濃厚接触者と確定された農業関係者は、発熱又は呼吸器症状を呈した
場合は、保健所に連絡し、⾏政検査を受検します。

２ 患者発⽣時の患者、濃厚接触者への対応

新型コロナウイルス対策に
関する農林水産省対策本部

農業関係者のみなさまへ

１ 予防対策の徹底

○農業者・従業員等に感染予防策を要請します。
①体温の測定と記録
②発熱などの症状がある場合は、関係者への連絡と⾃宅待機
③37.5℃以上の熱が４⽇以上継続した場合等は、関係者に連絡の上、保健所に問い合わせ
④屋内で作業をする場合は、できる限りマスクを着⽤
多⼈数で⾏う場合等、状況に応じて換気を⾏う

⑤集出荷施設等への⼊退場時には⼿洗い、⼿指の消毒
⑥ドアノブ、⼿すり等⼈がよく触れるところは、拭き取り清掃

〇会議・行事等の開催の必要性を検討し、開催する場合は風通しの

悪い空間をなるべく作らないなど工夫してください。

厚⽣労働省等の情報に基づいて、徹底した対策をお願いします。

※「農業における新型コロナウイルス感染者が発⽣した時の対応及び事業継続に関する基本的
なガイドライン 」<http://www.maff.go.jp/j/saigai/n_coronavirus/pdf/gl_nou.pdf>



３ ⽣産施設等の消毒の実施
○保健所の指示に従って、感染者が作業に従事した区域 の消毒を実施
します。
緊急を要し、⾃ら⾏う場合には、感染者が作業に従事した区域のうち、
頻繁に⼿指が触れる箇所 を中⼼に、アルコール で拭き取り等を実
施してください。

○一般的な衛生管理が実施されていれば、感染者が発⽣した施設等は
出荷停止や農産物廃棄などの対応をとる必要はありません。

※１ ⽣産施設、集出荷施設、事務室等
※２ 机、ドアノブ、スイッチ類、⼿すり等
※３ 消毒⽤エタノール(70％)  ⼜は次亜塩素酸ナトリウム(0.05％以上)

農林⽔産省は、みなさまの業務が継続できるように全⾯的に協⼒いたしますの
で、ガイドラインを参考に対応していただきますようよろしくお願いいたします。

あらかじめ地域の関係者が連携する体制の検討をお願いします。

４ 業務の継続

＜想定される連携体制＞
・ＪＡ等の⽣産部会 ・農業法⼈のグループ
・集出荷事業者等を共有する集団 ・集落

＜検討事項（イメージ）＞
・連絡窓⼝、連絡網の作成 ・消毒資材、消毒要員の確保
・農作業代替要員のリスト作成
・代⾏する作業の明確化、優先順位付け、作業⽅法
・代替要員が確保できない場合の最低限の維持管理⽅法など

⽀援内容

⽀援要員

耕起作業や播種・育苗作業、水やり作業など
当⾯の営農活動継続のために支援を必要とする作業を
検討し、作業の優先順位付けを⾏います。
周辺農業者や受託組織の活⽤など、
あらかじめ
① 誰（どの機関）が
② どの作業を
⽀援するか役割を明確化します。
※ 労働⼒の確保状況を踏まえながら、
優先順位に基づき、作業を実施しましょう。

※ 必要に応じて市町村等の関係機関に相談しましょう。

例えば


